
出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－61 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値 
の平均(X10) 

*面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

９ ６ 排水性舗装工 
 

（上層路盤工） 
セメント（石灰）安
定処理工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－54 
 

－63 
 

－8 
 

－10 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 

3-2-6-9 

  

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－62 
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条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値 
の平均(X10) 

*面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

９ ７ 排水性舗装工 
 
（加熱アスファルト 
安定処理工） 

 

厚  さ －15 －20 －5 －7 

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-9 

   

   

  

幅 －50 －50 ― ― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－63 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値 
の平均(X10) 

*面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

９ ８ 排水性舗装工 
 

（加熱アスファルト
安定処理工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－36 
 

－45 
 

－5 
 

－7 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－64 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値 
の平均(X10) 

*面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

９ ９ 排水性舗装工  

厚  さ －9 －12 －3 －4 

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-9 

    

  （基層工）  

   

幅 －25 －25 ― ― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－65 

 

 

 

 

 

 
編 
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節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値 
の平均(X10) 

*面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

９ 10 排水性舗装工 
 

（基層工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－20 
 

－25 
 

－3 
 

－4 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 
 
 
 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 

3-2-6-9 

  

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－66 

 

 

 

 

 

 
編 
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節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値 
の平均(X10) 

*面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

９ 11 排水性舗装工  

厚  さ －7 －9 －2 －3 

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚
さは、1000㎡毎に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 

    

  （表層工）  

   

幅 －25 －25 ― ― 

 

    

基準高▽ ±30 

 

 

平 坦 性 ― 

3mプロフィル 
メーター 
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm以下 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－67 

 

 

 

 

 

 
編 
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条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値 
の平均(X10) 

*面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

９ 12 排水性舗装工 
 

（表層工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－17 
 

－20 
 

－2 
 

－3 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 

平 坦 性 ― 

3mプロフィル 
メーター 
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm以下 

   

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－68 

 

 

 

 
 

編 
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節 

 

 
 

条 

 

 
 

枝番 工 種 

 

 
 

測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 個々の測定値 
（Ｘ） 

 

測定値の平均 

中規模 
以上 

小規模
以下 

中規模 
以上 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

10 １ 透水性舗装工 

基準高▽ ±50 ― 

基準高は片側延長40m毎に１ヶ所の
割で測定。 
厚は、片側延長200m毎に１ヶ所掘り
起こして測定。 
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。 
 
※歩道舗装に適用する。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-10 

    

  （路盤工）  

   

厚  さ 

ｔ＜
15cm 

－30 －10 
 

ｔ≧ 
15cm 

－45 －15 

    

幅 －100 ―     
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－69 

 

 

 

 
 

編 
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節 

 

 
 

条 

 

 
 

枝番 工 種 

 

 
 

測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 個々の測定値 
（Ｘ） 

 

測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模 
以上 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

10 ２ 透水性舗装工 
 

（路盤工） 
 

（面管理の場合） 

 

 
基準高▽ 

ｔ＜
15cm 

＋90 
－70 

＋50 
－10 

１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 

※歩道舗装に適用する。 

 

 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 

3-2-6-10 

ｔ≧ 
15cm 

 

±90 
＋50 
－15 

 
 

厚さあるい
は標高較差 

ｔ＜
15cm 

＋90 
－70 

＋50 
－10 

ｔ≧ 
15cm 

 

±90 
＋50 
－15 

  

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－70 

 

 

 

 
 

編 

 

 
 

章 

 

 
 

節 

 

 
 

条 

 

 
 

枝番 工 種 

 

 
 

測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 個々の測定値 
（Ｘ） 

 

測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模 
以上 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

10 ３ 透水性舗装工 
 
（表層工） 

基準高▽ ±30 
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。 
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所の割で
測定。 
 
厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所コア
ーを採取して測定。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。 

※歩道舗装に適用する。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-10 

 

厚  さ －9 －3    

   

  

幅 －25 ― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－71 

 

 

 

 
 

編 

 

 
 

章 

 

 
 

節 

 

 
 

条 

 

 
 

枝番 工 種 

 

 
 

測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 個々の測定値 
（Ｘ） 

 

測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模 
以上 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

10 ４ 透水性舗装工 
 

（表層工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－20 
 

－3 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
※歩道舗装に適用する。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 

3-2-6-10 

  

    

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－72 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

11 １ グースアスファルト  

厚  さ －15 －20 －5 －7 

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」に基づき出来形管理を実 
施する場合は、同要領に規定する計測 
精度・計測密度を満たす計測方法によ 
り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-11 

  舗装工  

    

  （加熱アスファルト 
幅 －50 －50 ― ― 

 

  安定処理工）  
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－73 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

11 ２ グースアスファルト
舗装工 
 

（加熱アスファルト
安定処理工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－36 
 

－45 
 

－5 
 

－7 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 
 
 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 

3-2-6-11 

  

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－74 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

11 ３ グースアスファルト
舗装工 
 

（基層工） 

 

厚  さ －9 －12 －3 －4 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」に基づき出来形管理を実 
施する場合は、同要領に規定する計測 
精度・計測密度を満たす計測方法によ 
り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-11 

幅 －25 －25 ― ― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－75 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

11 ４ グースアスファルト
舗装工 
 

（基層工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

－20 －25 －3 －4 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 

3-2-6-11 

  

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－76 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

11 ５ グースアスファルト
舗装工 
 

（表層工） 

 

厚  さ 
 

－7 
 

－9 
 

－2 
 

－3 
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」に基づき出来形管理を実 
施する場合は、同要領に規定する計測 
精度・計測密度を満たす計測方法によ 
り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-11 

 

幅 
 

－25 
 

－25 
 

― 
 

― 

基準高▽ ±30 

平 坦 性 ― 

3mプロフィル 
メーター 
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm以下 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－77 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

11 ６ グースアスファルト
舗装工 
 

（表層工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－17 
 

－20 
 

－2 
 

－3 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４㎜が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層及び表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-11 

平 坦 性 ― 

3mプロフィル 
メーター 
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm以下 

  

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－78 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 １ コンクリート舗装工 
 

（下層路盤工） 

 

基準高▽ 
 

±40 
 

±50 

 

― 
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」に基づき出来形管理を実 
施する場合は、同要領に規定する計測 
精度・計測密度を満たす計測方法によ 
り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱

アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。 

3-2-6-12 

 

厚  さ 
 

－45 
 

－15 

 

幅 
 

－50 
 

― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－79 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ２ コンクリート舗装工 
 

（下層路盤工） 
基準高▽ ±90 ±90 

＋40 
－15 

＋50 
－15 

１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当た
り）以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 
 
 
 
 
 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未 
満。 

3-2-6-12 

   

（面管理の場合） 
厚さあるい
は標高較差 

±90 ±90 
＋40 
－15 

＋50 
－15 

 

       

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－80 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ３ コンクリート舗装工 
 

（粒度調整路盤工） 

 

厚  さ －25 －30 －8 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 
2,000㎡以上とする。 

小規模とは、表層及び基層の加熱
アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。 

3-2-6-12 

幅 －50 ― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－81 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ４ コンクリート舗装工 
 

（粒度調整路盤工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

－55 －66 －8 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未 
満。 

3-2-6-12 

  

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－82 
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条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ５ コンクリート舗装工 
 

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工） 

 

厚  さ －25 －30 －8 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取もしくは掘り起こして測定。た
だし、幅は設計図書の測点によらず延
長80ｍ以下の間隔で測定することがで
きる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 
2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-12 

幅 

 

－50 
 

― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－83 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ６ コンクリート舗装工 
 

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－55 
 

－66 

 

－8 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。 

3-2-6-12 

   

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－84 
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条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ７ コンクリート舗装工 
 

（アスファルト中間
層） 

 

厚  さ 
 

－9 
 

－12 

 

－3 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-12 

幅 

 

－25 
 

― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－85 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ８ コンクリート舗装工 
 

（アスファルト中間
層） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

－20 －27 －3 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。 

3-2-6-12 

   

    

    

    

    

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－86 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 ９ コンクリート舗装工 
 

（コンクリート舗装
版工） 

 

厚  さ 
 

－10 
 

－3.5 
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割で道
路中心線及び両端部で測定し、厚さは
各車線の中心付近で型枠据付後各車線
200ｍ毎に水糸又はレベルにより１測
線当たり横断方向に３ヶ所以上測定、
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割で測
定。平坦性は各車線毎に版縁から１ｍ
の線上、全延長とする。 
 

なお、スリップフォーム工法の場合
は、厚さ管理に関し、打設前に各車線
の中心付近で各車線200ｍ毎に水糸又
はレベルにより１測線当たり横断方向
に３ヶ所以上路盤の基準高を測定し、
測定打設後に各車線200m毎に両側の版
端を測定する。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が 
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-12 

 

幅 
 

－25 
 

― 

平 坦 性 

 

 

 

 

― 

コンクリートの
硬化後、 
3mプロフィルメ
ータ－により機
械舗設の場合
(σ)2.4mm以下 
人力舗設の場合
(σ)3mm以下 

基準高▽ ±30 

目地段差 ±2 
隣接する各目地に対して、道路中心線

及び端部で測定。 

13-65



出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－87 

 

 

 

 

 

 
編 
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条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 10 コンクリート舗装工 
 

（コンクリート舗装
版工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 

 

－22 
 

－3.5 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 
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平 坦 性 

 

 

 
― 

コンクリートの
硬化後、 
3mプロフィルメ
ーターにより機
械舗設の場合
（σ)2.4mm以下 
人力舗設の場合
(σ)3mm以下 

 

  

目地段差 
 

±2 
隣接する各目地に対して、道路中心線

及び端部で測定。 

  

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－88 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 11 コンクリート舗装工 

基準高▽ ±40 ±50 ― 

基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割
とし、道路中心線及び端部で測定。厚
さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。幅は、延長80ｍ毎
に１ヶ所の割に測定。ただし、幅は設
計図書の測点によらず延長80ｍ以下
の間隔で測定することができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が 
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 
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  （転圧コンクリート  

  版工）  

厚  さ －45 －15 

 

  下層路盤工  

    

   

幅 －50 ― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 12 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート 
版工） 
下層路盤工 
（面管理の場合） 

基準高▽ ±90 ±90 
＋40 
－15 

＋50 
－15 

１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当た
り）以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 
 
 
 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未 
満。 
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厚さあるい
は標高較差 

±90 ±90 
＋40 
－15 

＋50 
－15 

 

      

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 13 コンクリート舗装工  

厚  さ －25 －30 －8 

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を
掘り起こして測定。ただし、幅は設計
図書の測点によらず延長80ｍ以下の間
隔で測定することができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が 
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 
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  （転圧コンクリート  

  版工） 
幅 －50 ― 

 

  粒度調整路盤工  
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 14 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート
版工） 
粒度調整路盤工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

－55 －66 －8 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未 
満。 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 15 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート
版工） 
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工 

 

厚  さ －25 －30 －8 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは、掘り起こして測定。た
だし、幅は設計図書の測点によらず延
長80ｍ以下の間隔で測定することがで
きる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 16 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート
版工） 
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－55 
 

－66 

 

－8 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が 

2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未 
満。 
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枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 17 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート
版工） 
アスファルト中間層 

 

厚  さ －9 －12 －3 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。 
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測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 18 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート
版工） 
アスファルト中間層 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

－20 －27 －3 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。 

小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。 
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測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 19 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート
版工） 

 

厚  さ 
 

－15 
 

－4.5 
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割で道
路中心線及び両端部で測定し、厚さ
は、各車線の中心付近で型枠据付後各
車線200ｍ毎に水糸又はレベルにより
１測線当たり横断方向に３ヶ所以上測
定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割で
測定、平坦性は各車線毎に版縁から１
ｍの線上、全延長とする。ただし、幅
は設計図書の測点によらず延長80ｍ以
下の間隔で測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。 
 

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。 

3-2-6-12 

 

幅 
 

－35 
 

― 

平 坦 性 

 

 

 
 

― 

転圧コンクリー
トの硬化後、 
3mプロフィルメ
ーターにより
(σ)2.4mm以下 

基準高▽ ±30 

 

目地段差 ±2 

隣接する各目地に対して、道路中心線

及び端部で測定。 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－97 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

12 20 コンクリート舗装工 
 

（転圧コンクリート
版工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－32 
 

－4.5 
１．３次元データによる出来形管理に 
おいて「３次元計測技術を用いた出来 
形管理要領（案）」に基づき出来形管 
理を実施する場合、その他本基準に規 
定する計測精度・計測密度を満たす計 
測方法により出来形管理を実施する場 
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4㎜が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-12 

平 坦 性 

 

 

 

― 

転圧コンクリー
トの硬化後、 
3ｍプロフィル
メーターにより
(σ)2.4mm以下 

   

 

目地段差 
 

±2 
隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。 

   

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－98 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

13 １ 薄層カラー舗装工 
 

（下層路盤工） 
基準高▽ ±40 ±50 ― 

基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ
所の割に測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 

3-2-6-13 

 

厚  さ －45 －15 

幅 －50 ― 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

13 ２ 薄層カラー舗装工 
 

（上層路盤工）粒
度調整路盤工 

 

厚  さ 
 

－25 

 

－30 

 

－8 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。 

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 

3-2-6-13 

 

幅 
 

－50 
 

― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－99 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

13 ３ 薄層カラー舗装工 
 

（上層路盤工） 
セメント（石灰）安
定処理工 

 

厚  さ －25 －30 －8 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-13 

 

幅 
 

－50 
 

― 

  

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－100 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

13 ４ 薄層カラー舗装工 
 

（加熱アスファルト
安定処理工） 

 

厚  さ －15 －20 －5 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取して測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 
 
 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面

積が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-13 

 

幅 
 

－50 
 

― 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

13 ５ 薄層カラー舗装工 
 

（基層工） 

 

厚  さ 
 

－9 

 

－12 

 

－3 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-13 

 

幅 
 

－25 
 

― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－101 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

14 １ ブロック舗装工 
 

（下層路盤工） 

 

基準高▽ 
 

±40 
 

±50 

 

― 
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。 
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。 

3-2-6-14 

 

厚  さ 
 

－45 
 

－15 

 

幅 
 

－50 
 

― 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

14 ２ ブロック舗装工 
 

（上層路盤工）
粒度調整路盤工 

 

厚  さ 
 

－25 

 

－30 

 

－8 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。 

3-2-6-14 

 

幅 
 

－50 
 

― 

  

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－102 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

14 ３ ブロック舗装工 
 

（上層路盤工） 
セメント（石灰）
安定処理工 

 

厚  さ 
 

－25 
 

－30 

 

－8 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取もしくは掘り起こして測定。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面

積が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-14 

 

幅 
 

－50 
 

― 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

14 ４ ブロック舗装工 
 

（加熱アスファルト
安定処理工） 

 

厚  さ 
 

－15 

 

－20 

 

－5 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取して測定。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面

積が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-14 

 

幅 

 

－50 
 

― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－103 

 

 

 

 

 

 
編 

 

 

 

 
章 

 

 

 

 
節 

 

 

 

 
条 

 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10個の測定値
の平均(X10) 

*面管理の場合 
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

14 ５ ブロック舗装工 
 
（基層工） 

 

厚  さ 
 

－9 
 

－12 

 

－3 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。 

工事規模の考え方 
中規模とは、１層あたりの施工面

積が2,000㎡以上とする。 
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 

 

コアー採取について 
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-14 

 

幅 
 

－25 
 

― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－104 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 個々の測定値 

（Ｘ） 

測定値の平均 

（） 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

15 １ 路面切削工  

厚 さ ｔ 
 

－7 －2 
厚さは40ｍ毎に現舗装高切削後の基準
高の差で算出する。 
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。 
延長40ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。 
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。 
測定方法は自動横断測定法によること
が出来る。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

 

 

 

3-2-6-15 

 

幅ｗ 
 

－25 
 

― 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

15 ２ 路面切削工 
 
（面管理の場合） 
標高較差または厚さ
ｔのみ 

厚 さ ｔ 
(標高較差) 

－17 
(17) 

(面管理として
緩和) 

 

－2 
(2) 

１．「３次元計測技術を用いた出来形 
管理要領（案）」に基づき出来形管理 
を実施する場合に適用する。 
 
２．計測は切削面の全面とし、すべて
の点で設計面との厚さｔまたは標高較
差を算出する。計測密度は1点/㎡（平
面投影面積当たり）以上とする。 
 
３．厚さｔまたは標高較差は、現舗装
高切削後の基準高との差で算出する。 
 
４．幅は、延長40m毎に測定するも
のとし、延長40ｍ未満の場合は、２ヶ
所／施工箇所とする。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3-2-6-15 

 

幅ｗ 
 

－25 
 

― 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－105 

 

 

 
編 

 

 

 
章 

 

 

 
節 

 

 

 
条 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

 

測定値の平均 

（） 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

16  舗装打換え工  

 
 

路
盤
工 

 

幅 ｗ 
 

－50 
各層毎１ヶ所／１施工箇所 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

 

 

 

 

 

3-2-6-16 

 

延長Ｌ 
 

－100 

 

厚さｔ 
 

該当工種 

 

 
 

舗
設
工 

 

幅 ｗ 
 

－25 

 

延長Ｌ 
 

－100 

 

厚さｔ 
 

該当工種 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一
般
舗
装
工 

17 １ オーバーレイ工 
厚 さ ｔ －9 

厚さは40ｍ毎に現舗装高とオーバーレ
イ後の基準高の差で算出する。 
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。 
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長80ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。 
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

 

 

 

3-2-6-17 

幅  ｗ －25 

延 長 Ｌ －100 

 

 
 

平 坦 性 

 

 
 

― 
３mプロフィル 
メーター 
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm以下 

 

 

 

 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－106 

 

 
編 

 

 
章 

 

 

 
節 

 

 

 
条 

 

 

 
枝番 工 種 

 

 

 
測定項目 

規 格 値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

 
 

個々の測定値 
（Ｘ） 

 

測定値の平均 

（） 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

６ 
一 
般 
舗 
装 
工 

17 ２ オーバーレイ工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

 

－20 
 

－3 
１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精 
度として±4㎜が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、 
全ての点で標高値を算出する。計測密 
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 
４．厚さは、施工前の標高値とオ
ーバーレイ後の標高値との差で算
出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場 
合は、オーバーレイ後の目標高さ
とオーバーレイ後の標高値との差で算
出する。 
 
 

 3-2-6-17 

    

 
 

平 坦 性 

 

 
 

― 

３mプロフィル 
メーター 
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm 以

下 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－107 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

２  路床安定処理工 
基 準 高 ▽ 

 

±50 
延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。 
基準高は、道路中心線及び端部で
測定。 
厚さは中心線及び端部で測定。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」による管理の場合は、全 
体改良範囲図を用いて、施工厚さｔ、 
天端幅ｗ、天端延長Ｌを確認（実測は 
不要）。 

 

 

3-2-7-2 

施 工 厚 さ ｔ 
 

－50 

幅 ｗ 
 

－100 

延 長 Ｌ 

 

－200 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

３  置換工 
基 準 高 ▽ 

 

±50 
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合
は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。 
厚さは中心線及び端部で測定。 

 

 

3-2-7-3 

置 換 厚 さ ｔ 
 

－50 

幅 ｗ 
 

－100 

延 長 Ｌ 
 

－200 

  

 

 

 

 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－108 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

４ １ 表層安定処理工 
 

(サンドマット海上) 
基 準 高 ▽ 

特記仕様書に
明示 

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５ 
点以上測定。 

 

3-2-7-4 

法 長 ℓ －500 

天 端 幅 ｗ －300 

ｗ、（Ｌ）は施工延長40ｍにつき１ヶ 
所、80ｍ以下のものは１施工箇所につ
き３箇所。 
（Ｌ）はセンターライン及び表裏法肩 
で行う。 

天 端 延 長 Ｌ －500 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

４ ２ 表層安定処理工 
 

（ＩＣＴ施工の場合） 
基 準 高 ▽ 

特記仕様書に

明示 

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５ 
点以上測定。 

 

3-2-7-4 

 

法 長 ℓ －500 

 

 

天 端 幅 ｗ －300 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」に記載の全体改良平面図 
を用いて天端幅ｗ、天端延長Ｌを確認 
（実測は不要） 
 

 

天 端 延 長 Ｌ －500 
 

 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

５  パイルネット工 
基  準  高  ▽ ±50 

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は 
50ｍ）につき１ヶ所。 
厚さは中心線及び両端で掘り起こして 
測定。 
杭については、当該杭の項目に準
ずる。 

  

3-2-7-5 

厚 さ ｔ －50 

幅 ｗ 

 

－100 

延 長 Ｌ 

 

－200 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－109 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

６  サンドマット工 

施 工 厚 さ ｔ －50 

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は 
50ｍ）につき１ヶ所。 
厚さは中心線及び両端で掘り起こして 
測定。 

 

3-2-7-6 

幅 ｗ －100 

延 長 Ｌ －200 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

７ 
 
 
 
 
 
 

８ 

 バーチカルドレーン

工 

(サンドドレーン工) 

(ペーパードレーン工) 

(袋詰式サンドドレ

ーン工） 

位置・間隔 ｗ ±100 
100本に１ヶ所。 

100本以下は２ヶ所測定。１ヶ所に

４本測定。 

ただし、ペーパードレーンの杭径は対

象外とする。 

 

ペーパードレーン工においては、「３ 

次元計測技術を用いた出来形管理要領 

（案）」の規定による測点の管理方法 

を用いることができる。 

※余長は、適用除外 

3-2-7-7 
3-2-7-8 

杭 径 Ｄ 設計値以上 

打 込 長 さ ｈ 設計値以上 全本数 

締固め改良工 

ン締固め改良工 

（サンドコンパクシ

ョンパイル工）パクションパイル工） 

サンドドレーン、袋詰式

サンドドレーン、サンド

コンパクションパイルの

砂投入量 

 

 
― 

全本数 

計器管理にかえることができる。 

 

サンドコンパクションパイル工におい 

ては、「３次元計測技術を用いた出来 

形管理要領（案）」の規定による測点 

の管理方法を用いることができる。   

 

 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－110 

 

 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 
 

９ １ 固結工 
（粉体噴射撹拌工） 
（高圧噴射撹拌工） 
（スラリー撹拌工） 
（生石灰パイル工） 

基 準 高 ▽ －50 
100本に１ヶ所。 
100本以下は２ヶ所測定。 
１ヶ所に４本測定。 

 

 

3-2-7-9 

位置・間隔 ｗ 

 

Ｄ／4以内 

杭 径 Ｄ 

 

設計値以上 

深 度 Ｌ 

 

設計値以上 
全本数 
 

Ｌ＝ℓ1－ℓ2 

ℓ1は改良体先端深度 

ℓ2は改良端天端深度 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－111 

 

 

 

 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 
 

２ 
一 
般 
施 
工 
 

７ 
地
盤
改
良
工 

９ ２ 固結工 
 

（スラリー撹拌工） 
 
｢３次元計測技術を用い
た出来形管理要領(案) 
第８編固結工(スラリー
撹拌工)・バーチカルド
レーン工編｣による管理
の場合 

基 準 高 ▽ 0以上 杭芯位置管理表により基準高を確認 
 

 

3-2-7-9 

位 置 Ｄ／8以内 

全本数 
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認 
（掘起しによる実測確認は不要） 

 

杭 径 Ｄ 

 

設計値以上 

工事毎に１回 
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認 
（掘起しによる実測確認は不要） 

 

改 良 長 Ｌ 設計値以上 

全本数 
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認 
（残尺計測による確認は不要） 
 

  

 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

９ ３ 固結工 
 

（中層混合処理） 
 

基 準 高 ▽ 設計値以上 
1,000㎥～4,000㎥につき1ヶ所、又は 
施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)
につき1ヶ所。 
1,000㎥以下、又は施工延長40m(50m)以
下のものは1施工箇所につき2ヶ所。施
工厚さは施工時の改良深度確認を出来
形とする。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」による管理の場合は、全 
体改良範囲図を用いて、施工厚さｔ、 
幅ｗ、延長Ｌを確認（実測は不要）。 

 

 

3-2-7-9 
 

施 工 厚 さ ｔ 設計値以上 

幅 Ｗ 設計値以上 

延 長 Ｌ 設計値以上 

  

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－112 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

10 

仮 

設 

工 

５ １ 土留・仮締切工 
 

（Ｈ鋼杭） 
（鋼矢板） 

 

基 準 高 ▽ 
 

±100 
基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所。延長40 
ｍ（又は50ｍ）以下のものは、１施工 
箇所につき２ヶ所。 

 

 
 

3-2-10-5 

根 入 長 設計値以上    

     

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

10 

仮 

設 

工 

５ ２ 土留・仮締切工 
 

（アンカー工） 
削 孔 深 さ ℓ 

 

設計深さ以上 
全数 

 

3-2-10-5 

配 置 誤 差 ｄ 100    

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

10 

仮 

設 

工 

５ ３ 土留・仮締切工 
 

(連節ブロック張り工) 

法 長 ℓ －100 

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は 
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は 
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき 
２ヶ所。 

 3-2-10-5 

延 長 Ｌ1,Ｌ2 －200 

１施工箇所毎 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－113 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

10 

仮 

設 

工 

５ ４ 土留・仮締切工 
 
（締切盛土） 

基 準 高 ▽ －50 

施工延長50ｍにつき１ヶ所。 
延長50ｍ以下のものは１施工箇所に
つき２ヶ所。 

 

3-2-10-5 
 

 

天 端 幅 ｗ －100 

 

 

法 長 ℓ －100 
 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

10 

仮 

設 

工 

５ ５ 土留・仮締切工 
 

（中詰盛土） 

基 準 高 ▽ －50 
施工延長50ｍにつき１ヶ所。 
延長50ｍ以下のものは、１施工箇所に
つき２ヶ所。 

 3-2-10-5 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

10 

仮 

設 

工 

９  地中連続壁工（壁式） 
基 準 高 ▽ ±50 

基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25
ｍの場合は50ｍ）につき１ヶ所。延
長40ｍ（又は50ｍ）以下のものにつ
いては１施工箇所につき２ヶ所。 
変位は施工延長20ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は25ｍ）につき１ヶ所。延長
20ｍ（又は25ｍ）以下のものは１施
工箇所につき２ヶ所。 

 3-2-10-9 

連壁の長さ ℓ －50 

変 位 300 

壁 体 長 Ｌ －200 

  

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

10 

仮 

設 

工 

10 
 

 地中連続壁工（柱列

式） 基 準 高 ▽ ±50 
基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25
ｍの場合は50ｍ）につき１ヶ所。延
長40ｍ（又は50ｍ）以下のものにつ
いては１施工箇所につき２ヶ所。 
変位は施工延長20ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は25ｍ）につき１ヶ所。延長
20ｍ（又は25ｍ）以下のものは１施
工箇所につき２ヶ所。 

 

3-2-10-9 
Ｄ：杭径 

連壁の長さ ℓ －50 

変 位 ｄ Ｄ／4以内 

壁 体 長 Ｌ －200 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－114 

 

 

 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 
 

２ 
一 

般 

施 

工 

12 
工
場
製
作
工 
 
共
通 

１ １ 

 

鋳造費（金属支承工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁に続く） 

上
下
部
鋼
構
造
物
と
の
接
合
用
ボ
ル
ト
孔 

孔の直径差 
＋2 
－0 

製品全数を測定。 
※1)ガス切断寸法を準用する。 
 
※2）片面のみの削り加工の場合も含 
む。 
 
※3）ソールプレートの接触面の橋軸 
及び橋軸直角方向の長さ寸法に対して 
はCT13を適用するものとする。 
 
※4)全移動量分の遊間が確保されてい 
るのかをする。 
 
※5)組立て後に測定 
 
詳細は道路橋支承便覧参照 

 
 

3-2-12-1 

中
心
距
離 

ボスの突起を基準 

とした孔の位置ずれ 

≦1000㎜ 1以下 

ボスの突起を基準 

とした孔の位置ずれ 

＞1000㎜ 1.5以下 

ア
ン
カ
ー
バ
ー
用
孔
（
鋳
放
し
）

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト 

ド
リ
ル
加
工
孔 

≦100㎜ 
＋3 

－1 

＞100㎜ 

＋4 

－2 

 

孔の中心距離※1 JISB0403-1995 

CT13 

セ
ン
タ
ー
ボ
ス 

ボスの直径 
＋0 

－1 

ボスの高さ 
＋1 

－0 

ボ 

ス 

※ 

5 

ボスの直径 
＋0 

－1 

ボスの高さ 
＋1 

－1 

上沓の橋軸及び橋軸直角

方向の長さ寸法 

JISB0403-1995 

CT13 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－115 

 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 
 

２ 
一 

般 

施 

工 

12 
工
場
製
作
工 
 
共
通 

１ １ 

 

（前頁の続き） 全 

※移 

4 動 

 ℓ 

ℓ≦300㎜ ±2 
  

 

 

ℓ＞300㎜ ±ℓ/100 

組
立
高
さ
Ｈ 

上,下面加工仕上

げ 
±3 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
用 

Ｈ≦300㎜ ±3 

Ｈ＞300㎜ 
(Ｈ／200＋3)小数点 

以下切り捨て 

普
通
寸
法 

鋳放し長さ寸法 

※2)、※3) 

JISB0403-1995 

CT14 

鋳放し長さ寸法 

※2) 

JISB0403-1995 

CT15 

削り加工寸法 
JISB0405-1991 

粗級 

ガス切断寸法 
JISB0417-1979 

Ｂ級 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 
 

２ 
一 

般 

施 
工 

12 
工
場
製
作
工 
 
共
通 

１ ２ 

 

 

鋳造費（大型ゴム支承

工） 幅
ｗ
長
さ
Ｌ
直
径
Ｄ 

ｗ,Ｌ,Ｄ≦500㎜ 0～＋5 
製品全数を測定。 
平面度：1個のゴム支承の厚さ（ｔ）の
最大相対誤差 
 
詳細は道路橋支承便覧参照 

 

 

3-2-12-1 

500＜ｗ,Ｌ,Ｄ 

≦1500㎜ 
0～＋1％ 

1500㎜＜ｗ,Ｌ，Ｄ 0～＋15 

厚
さ
ｔ 

ｔ≦20㎜ ±0.5 

20＜ｔ≦160㎜ ±2.5％ 

160㎜＜ｔ ±4 

相
対
誤
差 

ｗ,Ｌ,Ｄ≦ 

1000㎜ 1 

1000㎜＜ 

ｗ,Ｌ,Ｄ (ｗ，Ｌ，Ｄ)／1000 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－116 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

12 
工
場
製
作
工 
 

共
通 

１ ３ 仮設材製作工  

 

 
部

材 

 

 

 

 

部材長ℓ（ｍ） 
±3…ℓ≦10 

±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-1 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

12 
工
場
製
作
工 
 

共
通 

１ ４ 刃口金物製作工 

刃口高さｈ（ｍ） 

 
±2…ｈ≦0.5 
±3… 

0.5＜h≦1.0 
±4… 

1.0＜ｈ≦2.0 

図面の寸法表示箇所で測定。  

 

3-2-12-1 

外 周 長 Ｌ（ｍ） 

 

 

±(10＋L／10) 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－117 

 

編 章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 
測 定 基 準 

測 定 箇 所 摘要 
鋼桁等 トラス・アーチ等 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 
 

２ 
一
般
施
工 
 

12 
工
場
製
作
工 
 

共
通 
 

３ 
 

１ 
 

桁製作工 
 
（仮組立による検査を
実施する場合） 
 
（シミュレーション仮
組立検査を行う場合） 

部
材
精
度 

ﾌﾗﾝｼﾞ幅ｗ  (ｍ) 

腹板高 ｈ  (ｍ) 

腹番間隔ｂ’(ｍ) 

±2…ｗ≦0.5 

±3… 

0.5＜ｗ≦1.0 

±4… 

 1.0＜ｗ≦2.0 

±（3＋ｗ／2）… 
 2.0＜ｗ 

主桁・主構 
各支店及び各支間中央付近を測定。 
床組など 
構造別に、5部材につき1個抜き取っ
た部材の中央付近を測定。 
なお、JISマーク表示品を使用する場 
合は、製造工場の発行するJISに基づ 
く試験成績表に替えることができ
る。 

 

 

3-2-12-3 

板 

の 

平 

面 

度 

δ 
(㎜) 

鋼桁及びト

ラス等の部

材の腹板 

ｈ／250 

主桁 
各支点及び各支間中央付近を測定。 
 
ｈ：腹板高（㎜） 
ｂ：腹板又はリブの間隔（㎜） 
ｗ：フランジ幅（㎜） 

 

 

3-2-12-3 

箱桁及びト

ラス等のフ

ランジ鋼床

版のデッキ

プレート 

ｂ／150 

 

 
 

3-2-12-3 
 

フランジの直角度 

δ（㎜） 
ｗ／200 

部
材
長
ℓ
（
ｍ
） 

鋼桁 
±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

原則として仮組立をしない状態の部
材について、主要部材全数を測定。 

 3-2-12-3 
 

トラス、 

アーチなど 

±2…ℓ≦10 
±3…ℓ＞10 

圧縮材の曲がり 

δ（㎜） 
ℓ／1000 － 

主主要部材全数を測

定。 

 

ℓ：部材長（㎜） 

 

 

3-2-12-3 
 

※※規格値のｗに代入する数値ｍ単位の数値である。 

ただし、「板の平面度δ,フランジの直角度δ,圧縮材の曲りδ」の規格値のｈ,ｂ,ｗに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。 
 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－118 

 

編 章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 
測 定 基 準 

測 定 箇 所 摘要 
鋼桁等 トラス・アーチ等 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 
 

２ 
一
般
施
工 
 

12 
工
場
製
作
工 
 

共
通 
 

３ 
 

１ 
 

桁製作工 
 
（仮組立による検査を
実施する場合） 
 
（シミュレーション仮
組立検査を行う場合） 

仮
組
立
精
度 

全長 Ｌ（ｍ） 

支間長Ｌn（ｍ） 

±(10＋Ｌ／10) 

±(10＋Ｌn／10) 
各桁毎に全数測定。 

 

3-2-12-3 

主桁、主構の 

中心間距離 

Ｂ（ｍ） 

±4…Ｂ≦2 

±(3＋Ｂ／2)… 

Ｂ＞2 

各支点及び各支間中央付近を測定。 

 

 

3-2-12-3 

主構の組立高さ 

ｈ（ｍ） 

±5…ｈ≦5 

±(2.5＋ｈ／2) 

…ｈ＞5 

－ 
両端部及び中心
部を測定。 

 3-2-12-3 

主桁、主構の通り 

δ（㎜） 

5＋Ｌ／5…Ｌ≦100 

25…Ｌ＞100 

最も外側の主桁又は主構について支
点及び支間中央の1点を測定。 
Ｌ：側線上（m） 

 3-2-12-3 

主桁、主構のそり 

δ（㎜） 

－5～＋5…Ｌ≦20 
－5～＋10… 
 20＜Ｌ≦40 
－5～＋15… 
 40＜Ｌ≦80 
－5～＋25… 
 80＜Ｌ≦200 

各主桁について10

～ 12 ｍ間隔を測

定。 

 

Ｌ:主桁の支間長

（ｍ） 

各主構の各格点

を測定。 

 

 

Ｌ：主構の支間

長（ｍ） 

3-2-12-3 

主桁、主構の橋端
における出入差 

δ（㎜） 
±10 

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。 

 3-2-12-3 
 

主桁、主構の 

鉛直度 

δ（㎜） 

3＋ｈ／1000 

各主桁の両端部を
測定。 
 
ｈ：主桁の高さ 

（㎜） 

支点及び支間中
央付近を測定。 
 
ｈ：主構の高さ 

（㎜） 

 

 

3-2-12-3 
 

現場継手部の 
すき間 

δ1,δ2（㎜） 
±5 

主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 
δ1、δ2のうち大きいもの 
なお、設計値が5㎜未満の場合は、す
き間の許容範囲の下限値を0㎜とす
る。（例：設計値が3㎜の場合、すき
間の許容範囲は0㎜～8㎜） 

 

 

3-2-12-3 

※規格値のＬ,Ｂ,ｈに代入する数値はｍ単位の数値である。 
ただし、「主桁、主構の鉛直度δ」の規格値のｈに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。 

 

L 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－119 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 
 

２ 
一
般
施
工 
 

12 
工
場
製
作
工 
 

共
通 
 

３ 
 

２ 
 

 

桁製作工 
 
（仮組立検査を実施し
ない場合） 
 
 

部
材
精
度 

フランジ幅ｗ(m) 
腹板高  ｈ(m) 

±2…ｗ≦0.5 

±3… 

0.5＜ｗ≦1.0 

±4… 

 1.0＜ｗ≦2.0 

±（3＋ｗ／2）… 

 2.0＜ｗ 

主桁・主構 
各支店及び各支間中央付近を測定。 
床組など 
構造別に、5部材につき1個抜き取っ
た部材の中央付近を測定。 

 

 

3-2-12-3 

板 

の 

平 

面 

度 

δ 
(㎜) 

鋼桁等の部
材の腹板 

ｈ／250 

主桁 
各支点及び各支間中央付近を測定。 
 
ｈ：腹板高（㎜） 
ｂ：腹板又はリブの間隔（㎜） 
ｗ：フランジ幅（㎜） 

 

箱桁等のフ
ランジ鋼床
版のデッキ
プレート 

ｂ／150 

フランジの直角度 
δ（㎜） 

ｗ／200 

 

部
材
長
ℓ
（
ｍ
） 

鋼桁 
±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

主要部材全数を測定。  

※※規格値のｗに代入する数値ｍ単位の数値である。 

ただし、「板の平面度δ,フランジの直角度δ,圧縮材の曲りδ」の規格値のｈ,ｂ,ｗに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－120 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

12 
工
場
製
作
工 
 

共
通 

３ ３ 桁製作工 
（鋼製堰堤製作工
（仮組立時）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（次頁に続く） 
 

部材の水平度 10 
全数を測定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

  
 

3-2-12-3 

堤 長 Ｌ ±30 

堤 長 ℓ ±10 

堤 幅 Ｗ ±30 

堤 幅 ｗ ±10 

高 さ Ｈ ±10 

ベースプレートの高さ ±10 

本 体 の 傾 き ±Ｈ／500 
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出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－121 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

12 
工
場
製
作
工 
 

共
通 

３ ３ （前頁の続き） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

  

 

3-2-12-3 

 

 

 

出来形管理基準及び規格値 単位：mm 

Ⅰ－122 

 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

12 
工
場 
製 
作 
工 
 

共
通 
 

４  検査路製作工 

部 

材 

部材長ℓ（ｍ） 
±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-4 

 

 

   

 

 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

12 
工
場 
製 
作 
工 
 

共 
通 

５  鋼製伸縮継手製作工 

部 

材 

 
部材長ｗ(ｍ) 

 
0～＋30 

製品全数を測定。 
 

3-2-12-5 

 

 

仮
組
立
時 

組合せる伸縮装 
置との高さの差 

δ1（mm） 

設計値 
±4 

両端部及び中央部付近を測定。  

 

  

 
フィンガーの食 

い違い 
δ2（mm） 

 
 

±2 

 

      

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

12 
工
場 
製 
作 
工 
 

共
通 

６  落橋防止装置製作工 

部 

材 
部材長ℓ（ｍ） 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-6 
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